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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク環境における状況情報を用いた移動通信端末のハンドオーバ決定方法であ
って、
　前記端末及びネットワークから状況情報を収集する段階と、
　前記状況情報に基づいて各アプリケーションプログラムに対する伝送経路別ネットワー
クインターフェースの選択優先順位を評価する段階と、
　前記評価された選択優先順位にコスト関数を適用して伝送経路別ネットワークインター
フェースの選択のためのハンドオーバ決定値を生成する段階と
　を含み、
　前記選択優先順位は、下記の式により評価されることを特徴とし、
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【数１】

　ここで、Ｓijはｊ番目のネットワークインターフェースを用いる時のｉ番目のアプリケ
ーションプログラムに対する期待値であり、Ｃijはｉ番目のアプリケーションプログラム
に対するｊ番目の状況情報の重み係数であり、Ｒijはｉ番目の状況情報がｊ番目のネット
ワークで影響を与える程度であり、
　前記ハンドオーバ決定値は、下記の式により得られることを特徴とし、

【数２】

　ここで、Ｓijはｊ番目のネットワークインターフェースにおけるｉ番目のアプリケーシ
ョンプログラムの期待値、Ａiはｉ番目のアプリケーションプログラム、Ｎjはｊ番目のネ
ットワークインターフェース、Ｑkはｋ番目のサービスのハンドオーバ決定値である、
　ハンドオーバ決定方法。
【請求項２】
　ネットワークで利用可能な状況情報を状況情報収集サーバに要請する段階と、
　その後、動的に変わる情報を前記状況情報収集サーバから周期的に受信する段階と、
　前記状況情報に受信された動的情報を更新する段階と
　を更に含むことを特徴とする請求項１に記載のハンドオーバ決定方法。
【請求項３】
　前記状況情報は、端末の種類及び特性、端末のリソース使用量、ユーザのアプリケーシ
ョンプログラムに対する選好度、ネットワークの活用可能な帯域幅及び当該ネットワーク
のコストに関する情報を含むことを特徴とする請求項１に記載のハンドオーバ決定方法。
【請求項４】
　ネットワーク環境における状況情報を用いた移動通信端末のハンドオーバ決定装置であ
って、
　前記端末及びネットワークから状況情報を収集する収集器と、
　前記状況情報に基づいてアプリケーションプログラム毎に伝送経路別の各ネットワーク
の選択優先順位を評価する分析器と、
　前記選択優先順位に基づいて各アプリケーションプログラムに対する伝送経路別のネッ
トワークハンドオーバ決定値を出力する計画器と
　を含み、
　前記分析器は、下記の式により前記選択優先順位を評価し、
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【数３】

　ここで、Ｓijはｊ番目のネットワークインターフェースを用いる時のｉ番目のアプリケ
ーションプログラムに対する期待値、Ｃijはｉ番目のアプリケーションプログラムに対す
るｊ番目の状況情報の重み係数、Ｒijはｉ番目の状況情報がｊ番目のネットワークで影響
を与える程度であり、
　前記計画器は、下記の式により前記ハンドオーバ決定値を生成し、

【数４】

　ここで、Ｓijはｊ番目のネットワークにおけるｉ番目のアプリケーションプログラムの
期待値、Ａiはｉ番目のアプリケーションプログラム、Ｎjはｊ番目のネットワークインタ
ーフェース、Ｑkはｋ番目のサービスのハンドオーバ決定値である、
　ハンドオーバ決定装置。
【請求項５】
　前記ハンドオーバ決定値を端末内のサービス管理者に伝達する実行器を更に含むことを
特徴とする請求項４に記載のハンドオーバ決定装置。
【請求項６】
　前記状況情報は、運用支援システム、地理情報データベース及びユーザプロファイルデ
ータベースから送信されることを特徴とする請求項４に記載のハンドオーバ決定装置。
【請求項７】
　サービスとアプリケーションプログラムのマッピングを管理し、各アプリケーションプ
ログラムのためのセッションを生成するサービス管理者を更に含むことを特徴とする請求
項４に記載のハンドオーバ決定装置。
【請求項８】
　前記サービス管理者から生成されたセッションを維持し、使用するネットワークインタ
ーフェースを選択するセッション管理者を更に含むことを特徴とする請求項７に記載のハ
ンドオーバ決定装置。
【請求項９】
　ハンドオーバを行って使用するインターフェースを連結するネットワークインターフェ
ース管理者を更に含むことを特徴とする請求項８に記載のハンドオーバ決定装置。
【請求項１０】
　前記端末からバッテリーの残量及びメモリ量、端末の種類及び特性を含む情報を収集す
るシステム収集器と、
　ユーザのプロファイル情報及び選好度情報を格納するユーザプロファイル格納部を更に
含むことを特徴とする請求項９に記載のハンドオーバ決定装置。
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【請求項１１】
　前記状況情報は、端末の種類及び特性、端末のリソース使用量、ユーザのアプリケーシ
ョンプログラムに対する選好度、ネットワークの活用可能な帯域幅及び当該ネットワーク
のコストに関する情報を含むことを特徴とする請求項４に記載のハンドオーバ決定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多様なネットワークが混在している次世代移動通信ネットワークである４Ｇ
ネットワークにおけるハンドオーバ技術に関し、特に効率的な移動性の管理のために、現
在の状況で利用可能な情報を端末及びネットワークから受信し、これを通じて最適のサー
ビスを提供するのに適合した次世代移動通信ネットワークにおける状況情報を用いたハン
ドオーバ決定方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、端末においてハンドオーバ時に途絶えることなく、サービスを提供するために多
様な研究が行われており、このため、ＩＥＥＥ８０２.２１ではメディア独立性ハンドオ
ーバ（Ｍｅｄｉａ Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ Ｈａｎｄｏｖｅｒ）を提案してハンドオーバ
の初期化、ハンドオーバの準備及びハンドオーバの実行と関連してメディアと関係なくな
されるようにする標準化活動が行われている。特に、ハンドオーバの前に現在利用可能な
ネットワークを検出し、選択することに対する要求が高まっている。
【０００３】
　そのため、信号の強度に基づいた固定的な方式を用いるよりは、より柔軟な方法を通じ
て行われるようにすることができる方案についても多くの研究が進められている。
【０００４】
　これに対して、政策に基づく研究としてコスト関数（Ｃｏｓｔ ｆｕｎｃｔｉｏｎ）を
適用して適切なハンドオーバ方案を作り出す方法が提案されており、ＨＴＴＰ（Ｈｙｐｅ
ｒＴｅｘｔ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）トラフィックを用いてハンドオーバ
をモデリングする方法も提案されている。また、サービスの価格、セキュリティー、電力
要求量、ユーザの選好度、サービスの品質及び速度に応じて垂直ハンドオーバを決定する
方法が提示されている。しかしながら、該当値をいかに評価して適用するかは具体的に提
示していない。また、最も適切な瞬間に最も適切なネットワークインターフェースへのハ
ンドオーバを知能的に行うモデルも研究されているが、大半の研究が方向性のみ示してい
るだけで、具体的なパラメータ及び計算方法は提示していないという問題点があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、その目的は、多様なネットワーク
が混在する４Ｇネットワークにおける効率的な移動性管理のために、単に信号の強度だけ
を考慮してハンドオーバの時点を決定するのではなく、端末及びネットワークにおける情
報を用いてハンドオーバの時点を決定せしめることで、多様なサービスをユーザの選好度
に合わせて提供できるハンドオーバ決定方法及び装置を提供することにある。
【０００６】
　本発明の他の目的は、次世代移動通信ネットワークの端末において利用可能な多様な状
況情報（コンテクスト）に基づいてハンドオーバの時点を決定できるハンドオーバ決定方
法及び装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本発明の一様態によれば、ネットワーク環境における状況
情報を用いた移動通信端末のハンドオーバ決定方法であって、前記端末及びネットワーク
から状況情報を収集する段階と、前記状況情報に基づいて各アプリケーションプログラム
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に対する伝送経路別ネットワークインターフェースの選択優先順位を評価する段階と、前
記評価された選択優先順位にコスト関数を適用して伝送経路別ネットワークインターフェ
ースの選択のためのハンドオーバ決定値を生成する段階とを含むことを特徴とするハンド
オーバ決定方法を提供する。
【０００８】
　本発明の他の様態によれば、ネットワーク環境における状況情報を用いた移動通信端末
のハンドオーバ決定装置であって、前記端末及びネットワークから状況情報を収集する収
集器と、前記状況情報に基づいてアプリケーションプログラム毎に伝送経路別の各ネット
ワークの選択優先順位を評価する分析器と、前記選択優先順位に基づいて各アプリケーシ
ョンプログラムに対する伝送経路別のネットワークハンドオーバ決定値を出力する計画器
とを含むことを特徴とするハンドオーバ決定装置を提供する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明は、４Ｇネットワーク上において効率的な移動性の管理のために端末で利用でき
る多様な状況情報に基づいてハンドオーバの時点を決定できるようにして、端末を用いる
終端のユーザは品質、価格などの選好度に合わせてサービスの提供を受けられるようにな
り、ユーザ中心のサービス政策を可能にする。これにより、端末を用いるユーザは自分が
最も好む方式でサービスを利用できるようになり、ユーザ中心のサービスの提供を受ける
ことができる。また、多様なサービスとネットワークの発展によって複雑になった端末の
設定を決定することにおいて、単に情報だけに頼らず、より多くの情報に基づいて決定で
きるため、より柔軟なサービスの利用が可能になる。そして、多様なアクセス網技術の発
展による広帯域統合網（ＢｃＮ：Ｂｒｏａｄｂａｎｄ Ｃｏｎｖｅｒｇｅｄ Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ）の安定した定着にも大きく貢献できるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、添付の図面を参照しつつ、本発明の動作原理を詳細に説明する。下記で本発明を
説明するにあたり、公知の機能または構成についての具体的な説明が本発明の要旨を曖昧
にし得ると判断される場合には、その詳細な説明を省略する。そして、後述する用語は本
発明における機能を考慮して定義された用語であって、これはユーザ、運用者の意図また
は慣例などによって変わり得る。従って、その定義は本明細書の全般にわたる内容に基づ
いてなされるべきである。
【００１１】
　本発明は、多様なアクセスネットワーク技術が混在する次世代移動通信ネットワークで
ある４Ｇネットワークにおける効率的な移動性の管理のために、端末で利用できる多様な
状況情報（コンテクスト）に基づいてハンドオーバの時点を決定できる。このようなネッ
トワーク上で用いられる端末は多数のネットワークにアクセスできるマルチモード端末で
あり、特定状況におけるハンドオーバマトリックスを状況情報（Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ）に基づいて構成する。
【００１２】
　ここで、状況情報は端末の種類及び特性、端末のリソース使用量（プロセッサ、メモリ
、バッテリーなど）、ユーザのアプリケーションプログラムに対する選好度、ネットワー
クの活用可能な帯域幅及び当該ネットワークのコストなどを考慮してハンドオーバを行わ
せる。また、端末で行われる１つのサービスが複数のアプリケーションプログラムで構成
することができ、その中で１つのアプリケーションプログラムに対するセッションのハン
ドオーバの時点だけでなく、サービス全体に対しても全部含ませて政策を作ることができ
る。
【００１３】
　図１は、本発明の好適な実施形態による端末で利用できる応用サービスを中心としたハ
ンドオーバを説明する概略図である。
【００１４】
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　図１を参照すれば、参照番号１００はユーザ１１０が基地局１０２から特定サービスを
受ける過程をセッションで示したものであり、参照番号１５０は実際のビデオ会議サービ
スを例に挙げて説明したものである。
【００１５】
　参照番号１００において、基地局１０２は加入者端末に移動通信サービスを利用できる
ようにするためにネットワーク１０４を経由してアプリケーションプログラム１０６を実
行させ、これに対するサービス１０８を端末に伝送してユーザ１１０がサービスを利用で
きるようにする。参照番号１５０のように、ビデオ会議サービスを例に挙げて説明すれば
、基地局１５２、１５４、１５６、１５８は加入者の端末に移動通信サービスを利用でき
るようにするために無線ラン（ＷＬＡＮ）１６２、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ Ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃｅｓｓ）１６４、ワイブロ（ＷｉＢｒｏ）１６６、ブルーツ
ース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）(登録商標)１６８などの自分が属しているネットワーク１０
４を経由してオーディオ１７２、ビデオ１７４、データ１７６などの多様なアプリケーシ
ョンプログラム１０６の伝達を受け、これを１つのサービス１０８であるビデオ会議サー
ビス１７８として端末に伝送してユーザ１８０がビデオ会議サービス１７８を利用できる
ようにする。
【００１６】
　このようにユーザが用いる１つのサービスは、多様なアプリケーションプログラムから
なることができ、それぞれのアプリケーションプログラムは混在する異種網の中で特定の
ネットワークにアクセスして該当セッションを維持する。このようなアプリケーションプ
ログラムが特定ネットワークを選択するようにするのが垂直ハンドオーバ（Ｖｅｒｔｉｃ
ａｌ　Ｈａｎｄｏｖｅｒ）であり、定められたネットワーク内でセルの間を移動しながら
基地局を選択するのが水平ハンドオーバ（Ｈｏｒｉｚｏｎｔａｌ　Ｈａｎｄｏｖｅｒ）で
ある。
【００１７】
　本発明はアプリケーションプログラム別にネットワークを決定せしめる垂直ハンドオー
バに関するものであり、このような状況で各アプリケーションプログラム別に状況情報を
総合してどのネットワークを選択するのが現在の状況で最もよいのかを決定せしめる。例
えば、現在の状況でオーディオサービスの場合はコストに関係なく、最もよい品質のサー
ビスの提供を希望すれば、それに従うなど多様な判断基準により、現在の時点ではオーデ
ィオがＣＤＭＡを選択するのが最もよいという政策を作り出す。
【００１８】
　図２は、本発明の好適な実施例によって状況情報を収集する端末の構造及び周辺装置を
示す図である。
【００１９】
　図２を参照すれば、移動端末内の端末管理システム２２０は、自動ハンドオーバ管理者
（Ａｕｔｏｎｏｍｉｃ Ｈａｎｄｏｖｅｒ Ｍａｎａｇｅｒ、以下「ＡＨＭ」という）２１
０と、ネットワークインターフェース管理者２０５と、システム収集器２０７と、ユーザ
プロファイル格納部２０９と、セッション管理者２０３と、サービス管理者２０１とから
構成され、ＡＨＭ２１０は収集器２１１、分析器２１３、計画器２１５、実行器２１７を
含む。
【００２０】
　ハンドオーバに利用可能な状況情報は端末、ユーザ、ネットワークから提供され、端末
の状況情報（バッテリーの残量及びメモリ量、種類及び特性など）を収集するシステム収
集器２０７、ユーザのプロファイル情報及び選好度情報を格納しているユーザプロファイ
ル２０９、各種ネットワークインターフェースを管理し、各種ネットワークから受信した
データを測定して検索し、セッション管理者２０３にネットワーク状況データ（帯域幅、
受信強度など）を伝達するネットワークインターフェース管理者２０５などから状況情報
の伝達される。
【００２１】
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　このとき、ネットワーク上では異種網を管理できる運用支援システム（Ｏｐｅｒａｔｉ
ｏｎ ａｎｄ Ｓｕｐｐｏｒｔ Ｓｙｓｔｅｍ、以下「ＯＳＳ」という。）２３１、２３３
、２３５、２３７がネットワークインターフェース毎にそれぞれ存在し、前記ＯＳＳ２３
１、２３３、２３５、２３７から必要な状況情報を収集できる状況情報収集サーバ２３０
が存在する。また、状況情報収集サーバ２３０は、端末の現在位置情報を格納している地
理情報データベース２３９とユーザ設定情報及びプロファイル情報、ユーザ選好度情報を
格納しているユーザプロファイルデータベース２４１からの情報も伝達を受ける。
【００２２】
　前記ＡＨＭ２１０の収集器２１１は、ネットワークインターフェース管理者２０５と、
システム収集器２０７、ユーザプロファイル２０９から伝達された状況情報と、状況情報
収集サーバから伝達された情報を収集して、分析器２１３に送る。即ち、収集器２１１で
は端末自ら受信した情報を収集したり、状況情報収集サーバ２３０から伝達された情報を
収集できる。また、収集器２１１は収集される状況情報だけを収集したり、収集される情
報のうち、予め選択した状況情報だけを収集するように実現することが可能である。
【００２３】
　分析器２１３は、端末、ユーザ及びネットワークから伝達された多様な状況情報を評価
するための行列を生成するものであり、状況情報と、現在利用可能なネットワーク及びサ
ービスを構成しているアプリケーションプログラムを行列で表現してアプリケーションプ
ログラム毎に伝送経路別ネットワークインターフェースの選択優先順位を評価する。そし
て、計画器２１５は、このような行列を適切なコスト関数を適用して最もよい政策、即ち
アプリケーションプログラム別に伝送経路毎のネットワーク選択のためのハンドオーバ決
定値を生成するものである。その後、実行器２１７では前記計画器２１５を通じて生成さ
れた政策を端末管理システム２２０内の該当モジュール、即ちサービス管理者２０１に伝
達する。
【００２４】
　サービス管理者２０１は、ユーザにサービスを提供するためのものであり、サービスと
アプリケーションプログラムのマッピング管理及びＡＨＭ２１０から伝達された政策情報
を用いて各アプリケーションプログラムのためのセッションを生成する。
【００２５】
　セッション管理者２０３は、サービス管理者２１０から生成されたセッションを維持し
、使用するネットワークインターフェースを決定してネットワークインターフェース管理
者２０５に通知する。ネットワークインターフェース管理者２０５は、ハンドオーバを行
って用いるインターフェースを連結する。
【００２６】
　表１は、状況情報収集サーバ２３０に収集されるハンドオーバに利用可能な状況情報リ
ストを表している。
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【表１】

【００２７】
　前記表１のように、状況情報は端末及びネットワークから得ることができ、それぞれは
静的な情報及び動的な情報からなる。従来は、端末の状態のうち、ＳＮＲ(Ｓｉｎｇａｌ
－ｔｏ－Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ)に基づいた端末における信号強度を基準にハンドオー
バを行ったが、本発明ではこれ以外にもここで言及する多様なパラメータを適用してより
多様な状況で、よりよい選択を基準にしてハンドオーバを行えるようにする。
【００２８】
　下記の式１は、ＡＨＭ２１０内の分析器２１３で用いられるものであって、状況情報に
基づいて最適の政策を作り出す行列を示す式である。これは、ｍ個のアプリケーションプ
ログラム、ｎ個のネットワークインターフェース及びｋ個の利用可能な状況情報があると
仮定した場合の式である。
【数５】

【００２９】
　ここで、Ｓijはｊ番目のネットワークインターフェースを用いる時のｉ番目のアプリケ
ーションプログラムに対する期待値であり、Ｃijはｉ番目のアプリケーションプログラム
に対するｊ番目の状況情報の重み係数（ユーザによる選好度）であり、Ｒijはｉ番目の状
況情報がｊ番目のネットワークで影響を与える程度（利用可能な帯域幅、信号強度など）
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である。
【００３０】
　図３は、本発明の好適な実施形態による端末と状況情報収集サーバとの間の情報交換手
順を示す図である。
【００３１】
　図３において、移動端末３００がＳ１段階でネットワークで利用可能な状況情報を、例
えば式１のＣ、Ｒ行列に埋め込むことを要求すれば、状況情報収集サーバ３１０はＳ２段
階で異種網のＯＳＳ(２３１～２３７）、地理情報データベース２３９、ユーザプロファ
イルデータベース２４１から状況情報を収集し、Ｓ３段階で収集された状況情報によって
Ｃ、Ｒ行列を作成する。次いで、Ｓ４段階ではＳ３段階で作成されたＣ、Ｒ行列を移動端
末３００に送る。
【００３２】
　一般的に、Ｃ、Ｒ行列は一度作成されると、そのまま続けて用いることができるが、端
末３００のサービスが用いるアプリケーションプログラムの数ｍ、利用可能なネットワー
クの数ｎ及び判断に用いる状況情報の数ｋが変わると、作成し直されなければならない。
このため、Ｓ５段階で状況情報収集サーバ３１０はネットワーク状況情報のように動的に
変更される情報（例えば、信号強度やバッテリー量のような動的情報）のみ移動端末３０
０に伝達し、続くＳ６段階で移動端末３００は伝達された変更済みのＣ、Ｒ情報によって
Ｓ４段階で伝達を受けたＣ、Ｒ情報を更新させる。そして、Ｓ７段階でこの行列をコスト
関数に基づいて評価（即ち、行列を計算）し、Ｓ８段階で最終的に下記式２のような結果
を得る。

【数６】

【００３３】
　ここで、Ｓijは１つのサービスに対する結果値（ｊ番目のネットワークにおけるｉ番目
のアプリケーションプログラムの期待値）であり、Ａiはｉ番目のアプリケーションプロ
グラム（オーディオ、ビデオ、データ）であり、Ｎjはｊ番目のネットワークインターフ
ェース(ＷＬＡＮ、ＣＤＭＡ、ＷｉＢｒｏ)であり、Ｑkはｋ番目のサービス（ビデオ会議
サービス）である。即ち、最終結果値はＱkであり、これはｋ番目のサービスに対して各
アプリケーションプログラム毎にどのネットワークを選択するのが最もよいのかに関する
政策情報を含んでいる。
【００３４】
　即ち、ここで結果値は政策であって、この政策に従ってハンドオーバを行い、移動端末
３００のユーザは品質、価格などの選好度に合わせてサービスの提供を受ける。言い換え
れば、式２は図２のＡＨＭ２１０内の計画器２１５で行われるものであり、前記式１から
出た結果値から適切な政策を作り出すのに用いられる。
【００３５】
　前記図３の説明では、移動端末３００で状況情報収集サーバ３１０から状況情報を受信
すると記載したが、図２のように、ネットワークインターフェース管理者２０５、システ
ム収集器２０７、ユーザプロファイル２０３から伝達された状況情報に基づいて行列を計
算する場合は、状況情報収集サーバが不要となり、端末内での処理が可能になる。
【００３６】
　図４は、本発明の好適な実施形態によるハンドオーバの手順を示す図である。
【００３７】
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　図４を参照すると、一人のユーザが利用可能なネットワークが多様に混在していると仮
定した場合、各状況毎にどのネットワークをどのアプリケーションプログラムに選択せし
めるのがよいかを判断する。ここで、参照番号１番の状況はＣＤＭＡとＷｉｒｅｄ、２番
の状況はＣＤＭＡのみ可能であり、３番の状況はＣＤＭＡとＢｌｕｅｔｏｏｔｈ、４番の
状況はＣＤＭＡ、ＷｉＢｒｏ、ＷＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈの何れも選択でき、５番の
状況はＣＤＭＡとＷＬＡＮ、６番の状況は単にＣＤＭＡだけ選択可能であり、７番の状況
はＣＤＭＡとＷＬＡＮの選択が可能である。
【００３８】
　このとき、ネットワークの選択は単に信号の強さだけを考慮して判断するのではなく、
信号の強さと価格政策などに応じて前述した方法に基づいて結果が出される。
【００３９】
　表２は、各状況における各アプリケーションプログラム毎のネットワークの選択方案を
表すものであり、第１行はそれぞれの状況を、第２行は状況や端末の位置に応じて利用可
能なネットワークを、第３行～第５行はサービスに用いるアプリケーションプログラムを
表している。
【表２】

【００４０】
　表２を参照すれば、オーディオとデータは状況によって選択されるネットワークがほぼ
類似しており、５番の状況でオーディオサービスの利用時にＣＤＭＡを選択するが、デー
タ利用時にはＷＬＡＮを用いる。ビデオサービスの利用時に５番の状況ではデータサービ
スと同様にＷＬＡＮを用いるが、２番の状況と６番の状況では選択できるネットワークが
ＣＤＭＡだけなので、ハンドオーバが不可能であるという結果値を示している。
【００４１】
下記の式３においては、特に、前記５番の状況でユーザの所望の選好度を適用して結果値
を導き出す過程を表している。

【数７】

【００４２】
　この式で適用したサービスの質(Ｑｕａｌｉｔｙ)、価格(Ｃｏｓｔ)のコスト関数ｆは和
に基づいて計算されており、最終的に出た値の中から大きい値を有するものを選択する。
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このようなコスト関数も各状況毎に異にして適用可能である。ここで、各値は０から１の
間の値であって、どれだけその値が重要視されるかに対する選好度を表す。例えば、Ｃ行
列の第１の列は（０.９　０.１）であるが、これはオーディオに対しては品質が０.９程
度の選好度、価格は０.１程度の選好度を有しているという意味である。即ち、ビデオ会
議サービスを利用するユーザはオーディオの価格よりも品質により比重をおいていること
を意味する。
【００４３】
　また、コスト関数の和がＷＬＡＮやＣＤＭＡにおいて同一の値を示す場合は評価基準に
よって選択値が変わり得る。即ち、価格を重視すると、ＣＤＭＡが選択され、選好度が同
一の場合の優先順位をＷＬＡＮに置けると、ＷＬＡＮが選択される。
【００４４】
　前述したように、本発明は多様なアクセスネットワーク技術が混在する次世代移動通信
ネットワークである４Ｇネットワークにおける効率的な移動性管理のために端末で利用で
きる多様な状況情報に基づいてハンドオーバの時点を決定できるようにすることを可能に
する。
【００４５】
　一方、本発明の詳細な説明では具体的な実施形態について説明したが、本発明の範囲か
ら逸脱しない範囲内で多様な変形が可能であることはもちろんである。従って、本発明の
実施形態で記載しているビデオ、オーディオ、データなどのアプリケーションプログラム
と、ワイブロ、ブルーツースなどのネットワークインターフェースと、ビデオ会議サービ
スなどのサービスはこれに限定されるものではなく、他の全てのアプリケーションプログ
ラムと、ネットワークインターフェースと、サービスが含まれ得ることはもちろんである
。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の好適な実施形態によって端末で利用できるアプリケーションサービスを
中心としたハンドオーバを説明する概略図である。
【図２】本発明の好適な実施形態によって状況情報を収集する端末の構造及び周辺装置を
示す図である。
【図３】本発明の好適な実施形態による端末と状況情報収集サーバとの間の情報交換手順
を示す図である。
【図４】本発明の好適な実施形態によるハンドオーバの手順を示す図である。
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